
国民健康保険 

 
国民健康保険制度／国民健康保険税／国民健康保険の給付／特定検診・特定保健指導 

 
■国民健康保険制度■…健康福祉課保険医療係 内線 142・143・144 

 

国民健康保険は、万一の病気やけがのときに、経済的な負担を軽くし、安心

して医療が受けられるよう、加入者の皆さんに納めていただく保険税と国や道

からの補助金等を財源として各市町村等で運営されている相互扶助の制度です。 

 

 ◆加入する方 

職場の健康保険や共済組合等に加入している方、後期高齢者医療被保険者

の方、生活保護を受けている世帯、外国人登録をしている 1年未満の短期滞

在の外国人以外の方は、すべて国民健康保険の加入者（被保険者）となりま

す。 

 

◆加入脱退等の手続き 

他の健康保険の資格を取得、喪失したことなどにより、国民健康保険の資

格を取得、喪失したときや住所などに変更があったときは、その事実の発生

した日から１４日以内に届出をすることになっています。 

国民健康保険への加入手続きが遅れると、事実の発生したときまで遡って

加入することになりますので、保険税もまとめて請求されることになります。 

 

 こんなとき 手続きに必要なもの 

他の市区町村から転入したとき 印鑑、転出証明書 

他の健康保険をやめたとき 

他の健康保険の被扶養者からはずれたとき
印鑑、資格喪失証明書 

生活保護を受けなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書 

国
保
に
入
る
と
き 

子どもが生まれたとき 印鑑、保険証、母子健康手帳 

他の市区町村へ転出するとき 印鑑、保険証 

他の健康保険に加入したとき 
印鑑、保険証、資格取得証明書または加

入した健康保険の保険証 

生活保護を受けることになったとき 印鑑、保険証、保護開始決定通知書 

国
保
を
や
め
る
と
き 

死亡したとき 印鑑、保険証 



退職者医療制度に該当したとき 
保険証、加入期間が記載されている年金

証書 

退職者医療制度に該当しなくなったとき 保険証 

住所、世帯主、氏名などが変わったとき 印鑑、保険証 

保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったと

き 

印鑑、使えなくなった保険証（なくした場

合以外） 

修学のため、子どもが他の市町村に居住す

るとき 

印鑑、保険証、在学証明証 

そ
の
他 

長期旅行などで別個の保険証が必要なとき 印鑑、保険証 

 
 ◆遠隔地・学生の保険証 

親元から仕送り等を受けている学生や、出稼ぎ等で一定期間当麻町を離れ

ている方で、他の市町村に住民登録をしている方は、申請により当麻町の被

保険者となります。 

 

◆退職者医療制度 

会社などを退職して年金生活をしている方とその扶養家族の方は、一般被

保険者と区分し、退職被保険者として年金の受給権が発生した日から資格が

適用され、「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。 

退職者医療制度の対象となる方の医療費は、過去に加入していた健康保険

から拠出されたお金で賄われます。保険税や医療給付などは一般と同じです。 

[対象となる方] 

○退職被保険者本人 

国民健康保険に加入している厚生老齢年金または退職共済年金の受給者で、

それらの年金の加入期間が２０年以上、または４０歳以降に１０年以上加入

の６５歳未満の方。 

○退職被扶養者 

退職被保険者本人と同じ世帯で、主として退職被保険者本人の収入により

生活をしている６５歳未満の方のうち、配偶者その他３親等内の親族の方（年

間収入が１３０万円未満、６０歳以上または障害年金受給の方は１８０万円

未満） 

 [手続きに必要なもの] 

 ・国民健康保険証 

 ・年金証書または裁定通知書（加入期間がわかるもの） 

・印鑑 

※公簿等で退職者医療制度に該当することが確認できる場合は、職権により

適用します。 



 

 ◆高齢受給者証 

７０歳以上の国保被保険者には、「国民健康保険高齢受給者証」が交付さ

ます。 

高齢受給者証は、７０歳の誕生月の翌月（１日生まれの方は誕生日）から、

お使いいただくことになりますので、７０歳の誕生月下旬（１日生まれの方

は誕生月の前月下旬）に郵送します。 

７０歳の誕生月の翌月（１日生まれの方は誕生日）からは、一部負担金の

割合（医療機関での窓口負担）が１割または３割になります。 

７０歳の誕生月の翌月（１日生まれの方は誕生日）以降、医療機関で受診

する際は、被保険者証と併せて窓口へ提示してください。高齢受給者証を併

せて提示することで、高齢受給者証に記載されている負担割合で受診するこ

とができます。  

 

●一部負担金の割合（医療機関での窓口負担） 

７０歳以上の国保被保険者の一部負担金の割合（医療機関での窓口負担）

は、原則１割ですが、一定基準以上の収入がある方は３割になります。 

７０歳以上の国保被保険者の窓口負担は、市町村民税の課税標準額（必要

経費や各種控除を除いた後の額。退職所得は除きます。）と収入（必要経費

や各種控除を除く前の額）に基づいて決まります。 

<３割負担となる方> 

同じ世帯に、市町村民税の課税標準額（必要経費や各種控除を除いた後の

額。退職所得は除きます。）が１４５万円以上の７０歳以上の国保被保険者

がいる場合、３割負担になります。 

ただし、７０歳以上の国保被保険者が２人以上いる世帯は年金等の年収（必

要経費や各種控除を除く前の額）が５２０万円未満、７０歳以上の国保被保

険者が１人いる世帯は年金等の年収（必要経費や各種控除を除く前の額）が

３８３万円未満の場合、申請により負担割合が１割に変更になります。 

 

 

■国民健康保険税■…税務住民課税務係 TEL84-2111 

国民健康保険に加入すると、国民健康保険税を納めていただく必要がありま

す。納められた保険税は、国や道からの補助金と合わせて被保険者の皆さんが

病気やけがをしたときの医療費をはじめ、高額療養費、出産育児一時金、葬祭

費などの給付費に充てられます。 

保険税は、前年所得に対する所得割額、所有する資産（住宅・土地）に対す

る資産割額、加入した被保険者人数に対する均等割額、世帯に対する平等割額

の合計で構成されています。 



国民健康保険の加入者で、４０歳未満の方は、医療給付費分と後期高齢者支

援金分を合わせた額を国民健康保険税として納めます。４０歳以上６５歳未満

の方は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分を合わせた額が国

民健康保険税となります。 

 

 ◆保険税の納税義務者 

保険税の賦課は世帯単位であり、世帯主が納付義務者となります。 

また、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯員に加入者がい

れば納税義務者は世帯主となります。  

 

 ◆保険税の賦課 

保険税は、加入手続きをした月ではなく、国保の被保険者となった月の分

から納めます。  

 

◆保険税の納期 

保険税の納税通知書は毎年７月上旬にお送りします。 

普通徴収（納付書または口座振替による納付）の場合の納期は７月から翌

年２月までの８回です。 

特別徴収（年金からのお支払い）の場合は、年６回の年金支給月（４月・

６月・８月１０月・１２月・翌年２月）に年金から保険税が差し引かれます。 

なお、特別な事情により保険税を納期内に納めることが困難な場合には、

分割納付など納付方法についての相談を受け付けていますので、滞納のまま

にせず、税務住民課税務係までご連絡ください。 

また、口座振替による納付を希望される場合は、町内の金融機関、郵便局

または税務住民課税務係で手続きをしてください。  

 

◆保険税を年金から納めていただく方 

次のいずれにも当てはまる方は、保険税が年金からのお支払いとなります。  

・国保に加入している世帯主  

・世帯内の国保被保険者全員が６５歳以上７５歳未満の方  

・老齢年金、退職年金、遺族年金または障害年金を年額１８万円以上受給

している方  

・介護保険料を年金から納められている方で、国民健康保険税と介護保険

料の合計額が年金（年金の種類が複数ある場合は介護保険料を納められて

いる年金になります。）の額の２分の１以内の方  

・保険料を口座振替にしていない方  

ただし、年度途中に国保に加入したり、上記の条件を満たさなくなった場

合などは、一時的に納付書による納付となります。 



また、上記の条件を満たしていても、世帯主の方が年度内に７５歳になる

場合は納付書による納付となります。  

 

◆保険税の納付方法の変更 

保険税を年金から納められている方または新たに年金から納めていいただ

く方は、年金からの納付と口座振替のいずれかを選択できます。  

○年金からのお支払いを希望される場合 

手続きは不要です。  

○口座振替を希望される場合 

口座振替の申込書を税務住民課税務係に提出してください。 

なお、申し込みは随時受け付けていますが、口座振替に変更になる月は申

し込みの時期により異なります。  

 

 ◆保険税の年金からのお支払いの開始時期 

保険税の年金からのお支払いが開始される時期は、次の要件のいずれかに

該当した時期により決定します。  

・すでに年金を受給している方が６５歳になったこと。  

・６５歳以上の方が新たに年金の裁定を受けたこと。  

・すでに年金を受給している方が当麻町に転入した場合は、年金保険者（社

会保険事務所、共済組合等）と町に住所変更の届出をしたこと。  

保険税を新たに年金からお支払いいただく方には、事前にお支払いの時期

と金額のお知らせを送付します。 

 

◆保険税の計算方法  

国民健康保険税は、４月から翌年３月までを一年度とし、医療分保険税、

支援金分保険税、介護分保険税それぞれで、所得割額、資産割額、均等割額

及び平等割額を合算した額が年間の保険税となります。 

なお、年度の途中で加入または離脱した場合は、月割で計算します。 

 

項 目 内 容 

医療給付費分 

その年に予想される医療費等から国などの負担金、補助金、被保険者

の一部負担金を除いたものが医療分保険税の総額となり、被保険者

の皆さんで負担していただきます。 

後期高齢者支援金分 

平成２０年４月に創設された後期高齢者医療制度の円滑な運営を図る

ため、各健康保険が負担する費用（後期高齢者支援金）に充てるため

のもので、被保険者の皆さんで負担していただきます。 

介護納付金分 ４０歳以上６５歳未満の方は、介護保険法第９条第２号に規定する被



保険者（第２号被保険者）となり、介護納付金の納付に要する費用に

充てるための介護分保険税がかかります。 

所得割額 

国民健康保険に加入している方それぞれの平成２１年中（１月から１２

月）の所得額から所得割賦課標準額を求め、その額に所得割の料率

を乗じて算出します。 

所得割額 ＝ 所得割賦課標準額 × 所得割の税率 

資産割額 
所有する住宅・土地の資産に応じて計算されます。 

 資産割額 ＝土地及び家屋に係る固定資産税額 × 資産割の税率 

均等割額 

国民健康保険に加入している方１人について賦課される人数割額で

す。 

均等割額 ＝ 国民健康保険被保険者数 × 均等割 

平等割額 国民健康保険に加入している世帯について賦課される世帯割額です。

 

●平成２３年度の税率と賦課限度額 

項 目 医療給付費分 
後期高齢者支援

金分 
介護納付金分 

所得割 ６．０／１００ ２．０／１００ １．４／１００

資産割 ２０／１００ １３／１００ ９／１００

均等割(１人あたり) ２１，０００円 ５，０００円 ７，５００円

特定世帯以外 ２９，０００円 ７，０００円平等割 

(1 世帯あたり) 特定世帯 １４，５００円 ３，５００円
７，０００円

賦課限度額 ５１０，０００円 １４０，０００円 １２０，０００円

特定世帯：国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民

健康保険の被保険者が１人になった世帯。 

 

 

 ◆低所得世帯の保険税軽減 

  国民健康保険に加入している世帯の世帯主と被保険者及び特定同一世帯所

属者の合計所得金額が下表の金額以下の場合は、均等割額と平等割額の一部

が軽減され、表のとおりとなります。 

世帯主が国民健康保険の被保険者ではない場合であっても、軽減の判定の

際の対象となります。 

６５歳以上の方の公的年金等に係る所得については、その所得から１５万

円を差し引いて判定します。 

※「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療被保険者となることによ

り国民健康保険を離脱し、引き続き国民健康保険被保険者と同じ世帯に所属

する方です。 



世帯人員（世帯

主を含む） 
７割軽減 ５割軽減 ２割軽減 

１人 ３３０，０００円 － ６８０，０００円

２人 ３３０，０００円 ５７５，０００円 １，０３０，０００円

３人 ３３０，０００円 ８２０，０００円 １，３８０，０００円

４人 ３３０，０００円 １，０６５，０００円 １，７３０，０００円

５人以上 
１人あたり加算額

３３０，０００円

１人あたり加算額

２４５，０００円

１人あたり加算額

３５０，０００円

 

 ◆保険税の激変緩和措置 

平成２０年４月以降、７５歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行し、

新制度の保険税を納めていただくことになります。それに伴って国民健康保

険に加入する方の保険税の負担が急に増えることがないように、国民健康保

険税については、次のように軽減されます。 

 

（１）国民健康保険に加入している世帯で、７５歳以上の方が後期高齢者医

療制度に移行し、７５歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することに

なる場合 

○所得の低い方の国民健康保険税の軽減 

所得が低く国民健康保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が

変わらなければ５年間、今までと同じ軽減を受けることができます。 

○一世帯あたりにかかる平等割額の軽減 

国民健康保険の被保険者が 1人となる場合（特定世帯）には、５年間、平

等割額が半額になります。 

 

（２）７５歳以上の方が、被用者保険（健康保険・共済組合のことで国民健

康保険組合は含みません。）から後期高齢者医療制度に移行することにより、

その扶養家族である被扶養者の方（６５～７４歳）が新たに国民健康保険に

加入することになる場合 

○保険税の減免 

新たに国民健康保険に加入し、国民健康保険税を納めていただくことにな

った方については、所得割額、資産割額が全額免除、一人当たりにかかる均

等割額が半額となります。 

さらに被扶養者だった方のみが国民健康保険被保険者となる場合は、一世

帯当たりにかかる平等割額も半額になります。 



ただし、７割、５割軽減に該当する世帯は、均等割額、平等割額は半額に

なりません。また、２割軽減に該当する世帯は、軽減分と合わせて半額とな

ります。 

 

 ◆非自発的失業者の保険税軽減 

離職により国民健康保険に加入した場合、国民健康保険税は前年の所得を

もとに決定しますので、現在は収入が無くても税額は大きくなります。 

そこで、倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した非自発的失業者の税負

担を抑えるため、失業した日の翌日の属する月から、その月の属する年度の

翌年度末まで（平成２２年３月までの失業は平成２２年度のみ）国民健康保

険税が軽減されます。 

軽減を受ける場合は、雇用保険受給資格者証（職業安定所で交付）、印鑑

を持参し、健康福祉課保険医療係に申請してください。 

○対象者 

平成２１年３月３１日以降に失業し、次の失業等給付を受けている方です。

特例受給資格者証および高年齢受給資格者証は対象になりません。 

・雇用保険の特定受給資格者（倒産・解雇など）で、雇用保険受給資格者証

の離職理由に 11、12、21、22、31、32 と記載されている方 

・雇用保険の特定理由離職者（雇い止めなど）で、雇用保険受給資格者証の

離職理由に 23、33、34 と記載されている方 

 ○軽減内容 

失業した人の前年の給与所得を１００分の３０として、所得割額の算定、

低所得世帯の軽減判定を行います。 

 

■国民健康保険の給付■…健康福祉課保険医療係 内線 142・143・144 

◆医療費の給付 

病気やけがで診療を受けるときに、病院などの医療機関の窓口に国民健康

保険被保険者証を提示すると、医療費が受診した医療機関等に国保から支払

われます。ただし、年齢や所得により負担割合は異なります。 

※７０～７４歳の方には「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。

医療機関では、この受給者証で負担割合を確認します。 

 

●被保険者一部負担金の割合 

義務教育就学前の乳幼児 ２割 

義務教育就学以上７０歳未満の方 ３割 

 ２割 
７０歳以上の方 

現役並み所得の方 ３割 



 

◆療養費 

緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提出しないで治療を受け

たとき、柔道整復師、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき、

コルセット等の治療用装具をつくったときなどは、申請により自己負担分を

除く額が療養費として支給されます。 

[申請にに必要なもの] 

・国民健康保険証  

・診療内容、施術内容の明細書 

・補装具等の領収書  

・医師の同意書または証明書  

・印鑑  

・振込口座がわかるもの（金融機関名、口座番号等） 

 

◆移送費 

負傷・疾病により移動が著しく困難な患者が、医師の指示により緊急的な

必要があって移送されたとき、現に要した費用を限度として支給されます。  

 

◆高額療養費の支給 

月単位（１日～末日）で、医療機関（入院・通院別）ごとに支払った一部

負担金が、２１，０００円以上のものを合計して下表の自己負担限度額を超

えたときは、町へ申請すると高額療養費が支給されます。 

 自己負担限度額は、所得区分により異なります。 

 

●７０歳未満の方 

１カ月間(月の１日から末日まで)に、同じ方が、同じ医療機関(入院・通院・

医科・歯科等は別々に計算)に支払った一部負担金が、下表の自己負担限度額

を超えた場合、高額療養費の支給申請をすると、払い戻しを受けることがで

きます。 

※次の場合は、それぞれ支払った一部負担金が２１，０００円以上で合算す

ることができ、合算した額が自己負担限度額を超えた場合に高額療養費の支

給申請ができます。  

・同じ世帯で、複数の方が受診したとき。  

・同じ方が、同じ医療機関で通院(外来)と入院があるとき。  

・同じ方が、複数の医療機関に受診したとき 。 

・同じ方が、旧総合病院の通院（外来）で複数の診療科に受診（平成２２

年３月診療分まで）したとき。 

・同じ方が、同じ医療機関で医科と歯科に受診したとき。  



●自己負担限度額 

自己負担限度額 
区  分 

３回目まで ４回目以降 

上位所得者 １５０，０００円＋（総医療費-５００，０００円）×1％ ８３，４００円

一般 ８０，１００円＋（総医療費-２６７，０００円）×1％ ４４，４００円

低所得者 ３５，４００円 ２４，６００円

・上位所得者とは……基礎控除後の総所得金額等が６００万円を超える世帯に該当する方 

・一般とは……上位所得者、低所得者のいずれにも該当しない方 

・低所得者とは……世帯主と国民健康保険加入者全員が市町村民税非課税の方 

※診療月を含めた過去１２カ月間に、高額療養費の支給を４回以上受けたときは、４回目

から自己負担限度額が軽減されます。 

 

●７０歳～７４歳の方 

〔外 来〕 

ひと月の個人ごとに医療機関に支払ったすべての一部負担金を合算し、自

己負担限度額を超えた場合、高額療養費の支給申請をすると、払い戻しを受

けることができます。 

〔入 院〕 

１つの医療機関につき下表の限度額までを支払うことになります。ただし、

同じ診療月で複数の病院に入院した場合や入院と通院(外来)があった場合な

ど、同じ世帯の７０歳～７４歳の国民健康保険被保険者の一部負担金すべて

を合算した額が世帯の自己負担限度額を超えたときは、高額療養費の対象と

なります。 

また、低所得者に該当する方は、あらかじめ限度額適用認定申請により「国

民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に

提示した場合に限り、下表の限度額までの支払いになります。医療機関に提

示しなかったときは、４４，４００円までの支払いとなってしまいますので、

限度額を超えていれば、高額療養費の対象になります。「国民健康保険限度

額適用・標準負担額減額認定証」の交付は、健康福祉課保険医療係で行って

います。  

※７０歳～７４歳の方は全ての医療機関への支払額が対象となります。 

 

 ●７０歳～７４歳自己負担限度額 

自己負担限度額 
区 分 

外来（個人単位） 外来+入院（世帯単位） 

現役並み所得者 ４４，４００円
８０，１００＋（総医療費- 

２６７，０００円）×１% 



（過去１年間に４回以上高額

医療費の支給があった場合、

４回目以降は４４，４００円） 

一般 １２，０００円 ４４，４００円

低所得者Ⅱ ８，０００円 ２４，６００円市町村民税

非課税世帯 低所得者Ⅰ ８，０００円 １５，０００円

・現役並み所得者とは…病院等の窓口での負担割合が３割で、市町村民税の課税所得が１４５

万円以上の７０歳以上の国保被保険者がいる世帯の方です。ただし、７０歳以上の国保被保険

者が２人以上いる世帯は年金等の年収が５２０万円未満、７０歳以上の国保被保険者が１人い

る世帯は年金等の年収が３８３万円未満の場合、申請により、負担割合が３割から１割に変更

になり、高額療養費の自己限度額が一般に引き下げられます。 

また、７０歳以上の国保被保険者が１人いる世帯で、世帯の中に国保から後期高齢者医療

の被保険者に移られた方がいるときは、７０歳以上の国保被保険者の年金等の年収が３８３万

円以上でも、７０歳以上の国保被保険者と後期高齢者医療の被保険者に移られた方の年収の

合計が５２０万円未満の場合、申請により、負担割合が３割から１割に変更なり、高額療養費の

自己負担限度額が一般に引き下げられます。 

・一般とは………低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱ、一定以上所得者のいずれにも該当しない方。 

・低所得者Ⅱとは…世帯主と国民健康保険加入者全員が市町村民税非課税の世帯の方。 

・低所得者Ⅰとは…世帯主と国民健康保険加入者全員が市町村民税非課税であることに加

え、所得が０円（年金の場合は収入金額が８０万円以下）の世帯の方。 

 

●７５歳到達時の高額療養費限度額の特例 

７５歳になる月のみ（国民健康保険と後期高齢それぞれで適用。1日生ま

れの方は対象外となります。） 

自己負担限度額 

区  分 
外来（個人ごと）

外来＋入院 

（個人ごと） 

外来＋入院 

（世帯ごと） 

現役並み所得者 ２２，２００円

40,050 円+(総医療費

-133,500 円)×1% 

（過去 12 カ月間に 4

回以上高額医療費の

支給があった場合、4

回目以降は 22,200

円） 

80,100 円+(総医療費

-267,000 円)×1% 

（過去 12 カ月間に 4

回以上高額医療費の

支給があった場合、4

回目以降は 44,400

円） 

一般 ６，０００円 ２２，２００円 ４４，４００円

低所得者Ⅱ ４，０００円 １２，３００円 ２４，６００円市町村民税

非課税世帯 低所得者Ⅰ ４，０００円 ７，５００円 １５，０００円



 

●高額療養費支給申請の注意事項 

・月の 1日～末日までの受診にかかった分が計算されます。 

・支給の申請には、該当となる月の全部の領収書が必要となります。 

・後期高齢者医療制度には別途、高額療養費支給制度があります。 

・同一世帯の７０歳未満の国保加入者が、２１，０００円（一部負担金）以

上の負担をした場合は、７０～７４歳の国保加入者と世帯合算することがで

きます。 

・調剤薬局分も外来分もあわせて計算することができます。 

・一部負担金には、入院時の食事代、差額ベッド料、文書料等保険診療の対

象とならないものは含みません。 

・高額療養費の支給は、通常３カ月後になりますが、医療機関の請求の遅れ

及び審査の遅れ等で、さらに期間を要する場合があります。 

・支給額は、国保連合会による審査によって決定した額で計算するので、申

請時の支給予想額を下回る場合があります。 

 

 [申請に必要なもの] 

・国民健康保険証  

・医療機関が発行した領収書 

・世帯主の印鑑  

・振込口座がわかるもの （金融機関名、口座番号等） 

 

◆限度額適用認定申請 

７０歳未満の方及び市町村民税非課税世帯の７０～７４歳の国民健康保険

加入者が入院した場合、その月末（月の途中で退院する場合は退院前）まで

に医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での支払

いが医療機関ごとに毎月、上記の自己負担限度額までの支払いでよくなり、

一時的に大きな金額を用意する負担が軽減されます。 

この限度額適用認定証の交付を受けるには申請が必要となります。市町村

民税非課税世帯の方には、入院したときの食事代が減額になる「標準負担額

減額認定証」を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

入院前はいつでも、また、入院中はその月末（月の途中で退院する場合は退

院前）までに健康福祉課保険医療係で申請手続きをしてください。 

外来や複数の医療機関への支払いにより自己負担限度額を超えた場合や４

回目以降に該当しているにもかかわらず、医療機関では確認できずに３回目

までの自己負担限度額で請求された場合は、後日、申請して支給を受けるこ

とになります。 



限度額適用認定証は自動更新されませんので、期限が切れた場合は再度申

請が必要となります。 

限度額適用認定証は申請があった月の１日（申請があった月の途中から国

民健康保険に加入された方は加入された日）から有効となるものを交付しま

す。 

なお、市町村民税課税世帯の７０～７４歳の方は、高齢受給者証で限度額

適用認定証と同様の取扱いとなっておりますので、申請は不要です。 

<交付を受けられない方> 

国民健康保険税に滞納のある世帯の７０歳未満の方。（ただし、滞納があ

ることに特別な事情があると認められる場合は交付できますので、ご相談く

ださい。）  

 

 [手続きに必要なもの] 

 ・国民健康保険証 

 ・世帯主の印鑑 

 

 ◆高額介護合算療養費 

国民健康保険と介護保険の両方の給付を受けている世帯で、医療費・介護

費それぞれの自己負担限度額を適用後、両方の自己負担額を年間（毎年８月

～翌年７月）で合算し、下表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額

が高額介護合算療養費となり、申請することにより払い戻されます。 

 

●世帯の年間での自己負担限度額（毎年８月１日～翌年７月３１日） 

区 分 
国保+介護保険 

（世帯内の 70～74 歳） 

国保+介護保険 

（70 歳未満を含む） 

現役並み所得者 

（上位所得者） 
６７万円 １２６万円

一般 ５６万円 ６７万円

低所得者 II ３１万円 ３４万円住民税非

課税世帯 低所得者 I １９万円 ３４万円

※７０歳未満の方の自己負担額は、高額療養費と同様に個人ごとに、ひと月、１医療機関

ごと（総合病院の外来は平成２２年３月まで診療科ごと）に、２１，０００円以上の負

担があるものが合算の対象となります。 

※毎年７月３１日時点で加入している医療保険に申請することになります。対象期間中に

他の医療保険や他の市町村の介護保険で自己負担がある場合には、その医療保険やその

市町村で介護保険の自己負担額証明書が必要になります。申請方法については、各医療

保険や介護保険にお問い合わせください。  



[申請に必要なもの] 

・国民健康保険証、介護保険証 

・医療機関が発行した領収書 

・世帯主の印鑑、介護利用者本人の印鑑 

・世帯主名義の預金口座、介護利用者本人の預金口座（金融機関名、口座番

号等） 

 

 ◆入院時の食費・居住費 

入院した時の食費・居住費については、他の診療などに係る費用とは別に

それぞれ下表の標準負担額を自己負担することになります 

 

●一般入院時の食費負担額 

区 分 食費負担額 

一般  １食 ２６０円

過去１２カ月間の入院日数が９０日以内

の場合 
１食 ２１０円

市町村民税非課税世帯 
過去１２カ月間の入院日数が９０日を超

える場合（長期該当） 
１食 １６０円

７０歳以上の低所得者Ⅰ  １食 １００円

 

●療養病床に入院する場合の食費・居住費負担額（６５歳以上） 

区 分 食費負担額 居住費負担額 

一定以上所得者 

一般 

１食４６０円（医療機関によって

は、４２０円の場合もあります。）
１日 ３２０円

低所得者Ⅱ １食 ２１０円 １日 ３２０円市町村民税

非課税世帯 低所得者Ⅰ １食 １３０円 １日 ３２０円

※市町村民税非課税世帯に属する方は、「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「国

民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」、７０歳以上の非課税世帯に属する方

については、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に

提示することが必要です。減額認定証は、健康福祉課保険医療係で交付しています。 

※長期該当による減額は、過去１２カ月間で入院日数が９０日を超えた場合に適用されますが、

上記減額認定証の交付を受けていない期間は入院日数に含まれません。 

 

●入院時食費の差額支給 

非課税世帯に属する方で、やむを得ない理由により「国民健康保険標準負

担額減額認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」



の交付を受けていない場合、１食につき２６０円または４６０円で請求され

ますが、支払い後、町に申請することにより、差額分が支給されます。 

 

 [申請に必要なもの] 

・国民健康保険証  

・領収書 

・世帯主の印鑑  

・振込口座がわかるもの （金融機関名、口座番号等） 

 

 ◆入院時食費の標準負担額減額認定申請 

医療機関に入院したときの食事代は定額の標準負担額を医療機関に支払う

ことになりますが、市町村民税非課税世帯については申請により「国民健康

保険標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」

の交付を受け、入院前または入院中に国民健康保険保険証とともに医療機関

の窓口に提示することによって入院中の食事代が減額になります。 

減額の認定を受けるためには、健康福祉課保険医療係へ事前に申請して、

「減額認定証」の交付を受けることが必要です。 

また、認定を受けている方で長期該当が適用される場合は、長期該当認定

を受けることにより医療機関に支払う食事代が減額になります。 

 

 [申請に必要なもの] 

・国民健康保険証  

・世帯主の印鑑  

・長期該当認定を受ける場合は、交付済みの減額認定証および入院日数が確

認できる領収書か入院証明書 

 

 ◆出産育児一時金 

  国民健康保険の被保険者が産科医療補償制度に加入している医療機関等で

出産したとき（妊娠８５日以上の死産・流産の場合でも）、一人につき４２万円が支

給されます。  

産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、一人につ

き３９万円が支給されます。  

  

●出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度 

この制度は、町が出産費用を北海道国民健康保険団体連合会を通じて医療

機関等に支払う制度です。この制度を利用することで、出産時に出産費用を

準備する負担が軽減されます。 



出産費用が出産育児一時金に満たない場合は差額を支給しますので、健康

福祉課保険医療係で申請手続きをしてください。  

 

[手続きに必要なもの] 

・国民健康保険証  

・母子健康手帳（出生届出済証明が記載されているもの） 

・世帯主印鑑  

・世帯主名義の預金口座  

・医療機関等から交付される「代理契約に関する文書（合意書）」 

・出産費用の明細書（直接支払制度利用で医療機関等への支払額が支給額を

下回った場合） 

・出産費用の領収・明細書（直接支払制度を利用しない場合） 

 

 ◆葬祭費 

国民健康保険の被保険者が死亡したときは、葬祭を行った人（喪主や施主）

に１万円が支給されます。  

 

[手続きに必要なもの]  

・国民健康保険証  

・葬祭を行った方の印鑑 

 

 

■特定健康診査・特定保健指導 

内臓脂肪症候群いわゆるメタボリックシンドロームに着目し、生活習慣病の

発症や重症化を予防することを目的とした特定健康診査・特定保健指導（特定

健診等）の実施が義務づけられました。 

不適切な食生活や運動不足などの生活習慣は、生活習慣病の発症を招き、多

くは自覚症状がなく、気づかないうちに進行し、重症化すると虚血性心疾患や

脳卒中等を発症することになります。 

このような生活習慣病の発症を未然に防ぐため、年に一回特定健診を受け、

早い段階から危険因子を発見し、予防に取り組みましょう。 

また、健診の結果に応じて適切な保健指導を行います。 

 

[特定健診の対象となる方] 

特定健診は、医療保険者が年に１回の健診を実施することが義務付けられ

ており、年度中に満４０歳になる方から７５歳未満の方（満７５歳の誕生日

の前日まで）が対象となります。 

 



[自己負担額] 

１，０００円 

[健診時に必要な持ち物] 

・国民健康保険被保険者証 

・受診券（受診券は特定健診等の受診資格のある方に郵送にて交付します。） 

詳しくは、健康のページをご覧ください。 




